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１．「地方法人課税の偏在是正について」（政府要望）



平成３０年度与党税制改正大綱（抜粋）平成３０年度与党税制改正大綱（抜粋）平成３０年度与党税制改正大綱（抜粋）平成３０年度与党税制改正大綱（抜粋）

第一 平成３０年度税制改正の基本的考え方

３ 地域社会を支える地方税財政基盤の構築

（３）都市・地方の持続可能な発展のための地方税体系の構築

～略～

近年、経済再生への取組みにより地方税収が全体として経済再生への取組みにより地方税収が全体として経済再生への取組みにより地方税収が全体として経済再生への取組みにより地方税収が全体として

増加する中で、地域増加する中で、地域増加する中で、地域増加する中で、地域間の財政力格差は再び拡大する傾向間の財政力格差は再び拡大する傾向間の財政力格差は再び拡大する傾向間の財政力格差は再び拡大する傾向

にあるにあるにあるにある。地方交付税の不交付団体においては、財源超過額

が拡大し、その基金残高も大きく増加している。一方、交付団

体においては、臨時財政対策債の残高が累増するなど、厳し

い財政運営が続いている状況にある。

地方創生を推進し、一億総活躍社会を実現するためには、

税源の豊かな地方公共団体のみが発展するのではなく、

都市も地方も支え合い、連携を強めることが求められる。 ま

た、各地方においていきいきとした生活が営まれることは、

都市が将来にわたり持続可能な形で発展していくためにも

不可欠である。このためには、偏在性の小さい地方税体系偏在性の小さい地方税体系偏在性の小さい地方税体系偏在性の小さい地方税体系

の構築に向けて、新たに抜本的な取組みが必要であるの構築に向けて、新たに抜本的な取組みが必要であるの構築に向けて、新たに抜本的な取組みが必要であるの構築に向けて、新たに抜本的な取組みが必要である。

こうした観点から、特に偏在度の高い地方法人課税にお偏在度の高い地方法人課税にお偏在度の高い地方法人課税にお偏在度の高い地方法人課税にお

ける税源の偏在を是ける税源の偏在を是ける税源の偏在を是ける税源の偏在を是正する新たな措置について正する新たな措置について正する新たな措置について正する新たな措置について、消費税率

１０％段階において地方法人特別税・譲与税が廃止され法人

事業税に復元されること等も踏まえて検討し、平成３１年度平成３１年度平成３１年度平成３１年度

税制改正において結論を得る税制改正において結論を得る税制改正において結論を得る税制改正において結論を得る。

平成平成平成平成30年度税制改正を踏まえて（提言）年度税制改正を踏まえて（提言）年度税制改正を踏まえて（提言）年度税制改正を踏まえて（提言） 奈良県税制調査会奈良県税制調査会奈良県税制調査会奈良県税制調査会(抜粋）抜粋）抜粋）抜粋）

＜地方税源の偏在是正について＞＜地方税源の偏在是正について＞＜地方税源の偏在是正について＞＜地方税源の偏在是正について＞

～略～

人口一人当たりの税収の偏在人口一人当たりの税収の偏在人口一人当たりの税収の偏在人口一人当たりの税収の偏在（最大／最小）の現状を平成２８

年度決算速報値ベースで見ると、地方税全体でも２．４倍の格差地方税全体でも２．４倍の格差地方税全体でも２．４倍の格差地方税全体でも２．４倍の格差

があり、地方法人二税については６．１倍の格差があり、地方法人二税については６．１倍の格差があり、地方法人二税については６．１倍の格差があり、地方法人二税については６．１倍の格差がある。なお、

他府県と比較して法人数が少なく、特に大企業が少ない奈良県奈良県奈良県奈良県

が地方法人二が地方法人二が地方法人二が地方法人二税に関する人口一人当たりの税収最下位であり、税に関する人口一人当たりの税収最下位であり、税に関する人口一人当たりの税収最下位であり、税に関する人口一人当たりの税収最下位であり、

全国平均の半分以下全国平均の半分以下全国平均の半分以下全国平均の半分以下となっている状況である。

そして、与党税制改正大綱が指摘するとおり、経済再生への経済再生への経済再生への経済再生への

取組みにより地方税収が全体として増加する中で、地域間の財取組みにより地方税収が全体として増加する中で、地域間の財取組みにより地方税収が全体として増加する中で、地域間の財取組みにより地方税収が全体として増加する中で、地域間の財

政力格差は再び政力格差は再び政力格差は再び政力格差は再び拡大拡大拡大拡大する傾向にあるする傾向にあるする傾向にあるする傾向にある。地方交付税の不交付団

体においては、財源超過額が拡大し、その基金残高も大きく増

加している。

このように偏在性の小さい地方税体系がいまだ構築されて偏在性の小さい地方税体系がいまだ構築されて偏在性の小さい地方税体系がいまだ構築されて偏在性の小さい地方税体系がいまだ構築されていいいい

るとは言えない状況の下、地方法人特別税・譲与税を廃止るとは言えない状況の下、地方法人特別税・譲与税を廃止るとは言えない状況の下、地方法人特別税・譲与税を廃止るとは言えない状況の下、地方法人特別税・譲与税を廃止すすすするるるる

ことは時期尚早であり、その存置や、譲与基準の見直しなどにことは時期尚早であり、その存置や、譲与基準の見直しなどにことは時期尚早であり、その存置や、譲与基準の見直しなどにことは時期尚早であり、その存置や、譲与基準の見直しなどに

より偏在是正効果を高める方向でのあり方の見直しが検討課より偏在是正効果を高める方向でのあり方の見直しが検討課より偏在是正効果を高める方向でのあり方の見直しが検討課より偏在是正効果を高める方向でのあり方の見直しが検討課

題題題題となる。

他方で、国際的租税競争等による国・地方を通じた法人実効国際的租税競争等による国・地方を通じた法人実効国際的租税競争等による国・地方を通じた法人実効国際的租税競争等による国・地方を通じた法人実効

税率を巡る今後の議論次第では、法人住民税法人税割の地方税率を巡る今後の議論次第では、法人住民税法人税割の地方税率を巡る今後の議論次第では、法人住民税法人税割の地方税率を巡る今後の議論次第では、法人住民税法人税割の地方

交付税原資化を更に進めることも一つの選択肢交付税原資化を更に進めることも一つの選択肢交付税原資化を更に進めることも一つの選択肢交付税原資化を更に進めることも一つの選択肢であり、これら

を考慮に入れた上で、平成３１年度税制改正において適切な結平成３１年度税制改正において適切な結平成３１年度税制改正において適切な結平成３１年度税制改正において適切な結

論が得られることを期待論が得られることを期待論が得られることを期待論が得られることを期待したい。

２．与党税制改正大綱（抜粋）・奈良県税制調査会の提言（抜粋）
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３．「平成３１年度税財政等に関する提案」（H30.11）（抜粋）

4

全国知事会資料全国知事会資料全国知事会資料全国知事会資料

２２２２ 平成平成平成平成30年度与党税制改正大綱に基づく地方法人課税における税源の偏在を是正する新たな措置年度与党税制改正大綱に基づく地方法人課税における税源の偏在を是正する新たな措置年度与党税制改正大綱に基づく地方法人課税における税源の偏在を是正する新たな措置年度与党税制改正大綱に基づく地方法人課税における税源の偏在を是正する新たな措置

大都市圏の都府県からは、本来、地方税の充実によって対応すべきとの意見もあるが、今後も地方分

権改革を進め、さらなる地方税の充実を目指すためには、地方税の充実そのものが財政力格差拡大の

要因とならないよう、税源の偏在性が小さい地方税体系の構築は避けては通れない課題である。税源自

体の偏在に歯止めがかからない以上、新たな偏在是正措置を講じない限り、大半の地方団体において、

地方税などの財源確保には限界があり、国庫補助金等の国の財政支援に過度に依存せざるを得ない財

政構造となるが、地方分権・地方自治を進める観点からも、こうした財政構造は適切ではない。

したがって、都市と地方が支え合う社会の構築に向けて、特に偏在が大きくなっている地方法人課税

について、新たな偏在是正措置を講じることにより、偏在性が小さい地方税体系を構築すべきである。そ

の際には、法人が地方団体の行政サービスの提供を受けていること、地方法人課税が地方団体にとって

企業誘致等による税源涵養のインセンティブになっている面もあることなどの地方法人課税の意義や、都

市も地方も各地域がそれぞれの役割を果たしていくことが重要であることから、大都市部及び地方部の

行財政需要や各地域の活力の維持、向上にも配慮しながら、今後の地方税及び地方法人課税のあるべ

き全体像を見据えた検討が必要である。

また、そもそも、人口や大企業などの税源そのものが東京などの大都市に集中する我が国の社会構造

を抜本的に是正することが根本として重要であり、政府においては、地方法人課税における偏在是正措

置の検討にとどまらず、東京一極集中の是正に向けた地方創生の取組みをより強力に加速化させること

を強く要請する。

今回の地方法人課税の新たな偏在是正措置により生ずる財源については、都市と地方が支え合う持

続可能な社会の構築に向けて、地方財政計画に必要な歳出を計上するなど実効性のある偏在是正措置

となるようにすべきである。

（注：東京都は、本来、税収格差の是正は、国から地方への税源移譲により地方税を拡充する中で行う

べきと強く主張した。）



４．参考資料 （１）人口一人当たりの税収 地方法人課税に関する検討会資料地方法人課税に関する検討会資料地方法人課税に関する検討会資料地方法人課税に関する検討会資料
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４．参考資料 （２）地方法人課税の偏在是正変遷 地方法人課税に関する検討会資料地方法人課税に関する検討会資料地方法人課税に関する検討会資料地方法人課税に関する検討会資料

6



４．参考資料 （３）法人課税の概要 地方法人課税に関する検討会資料地方法人課税に関する検討会資料地方法人課税に関する検討会資料地方法人課税に関する検討会資料
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４．参考資料 （４）地方法人特別譲与税による影響額 新しい地方税源と地方税制を考える研究会資料新しい地方税源と地方税制を考える研究会資料新しい地方税源と地方税制を考える研究会資料新しい地方税源と地方税制を考える研究会資料
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４．参考資料 （５）地方法人課税に関する検討会
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地方法人課税に関する検討会開催状況地方法人課税に関する検討会開催状況地方法人課税に関する検討会開催状況地方法人課税に関する検討会開催状況

◆第１回 平成３０年 ５月２３日（水） ○地方財政の現状等

○自由討議

◆第２回 平成３０年 ７月３１日（火） ○有識者プレゼンテーション（樋口美雄氏）

◆第３回 平成３０年 ８月２９日（水） ○個別団体ヒアリング

東京都・大阪府・愛知県・長野県・秋田県・高知県

◆第４回 平成３０年 ９月２８日（金） ○地方税財政の現状等、経済社会構造の変化等

○地方譲与税と地方交付税

◆第５回 平成３０年１０月２４日（水） ○新たな偏在是正措置に係る対象税目について

○譲与税化と交付税原資化

○地方税財政の現状等

◆第６回 平成３０年１１月 ８日（木） ○新たな偏在是正措置に関する基本的考え方

○新たな偏在是正措置の具体的な方策

○新たな偏在是正措置に関するその他の論点

◆第７回 平成３０年１１月１４日（水） ○報告書のとりまとめに向けて

※「報告書」は、１１／１９週中にまとめられる予定



４．参考資料 （５）地方法人課税に関する検討会 地方法人課税に関する検討会地方法人課税に関する検討会地方法人課税に関する検討会地方法人課税に関する検討会 第５回資料第５回資料第５回資料第５回資料
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